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琴浦町議会基本条例調査特別委員会の設置について 

 

 

昨年来の琴浦町議会をめるぐ様々な問題の原因の一つとして議会運営の

「最高規範」として制定した琴浦町議会基本条例の問題点が明らかになり、最

高規範としての条例の見直しが必要となった。 

よって、早期に議会基本条例の見直しを検討すべき「琴浦町議会基本条例調

 査特別委員会」を設置し、議会基本条例の見直しに着手する。 

 

 

以上決議する。 

 

 

 

 

平成２９年６月２２日 

                   鳥取県東伯郡琴浦町議会 

 

 

 

 

 

 

 

 


